
⽔道料⾦等の軽減（漏⽔軽減）について 

 

1.漏⽔軽減について                             

宅地内の給水装置はお客さまの管理となり、水道メーターで計った水量が、水道料金及び下水道

使用料の算定の基準となります。 

漏水等に伴うお客さまの水道料金等の負担軽減のため、⼀定の基準を満たす場合に限って、限定

的に水道料金等を軽減する制度を設けております。   

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.適用基準                                

・給水装置の所有者又は使用者が管理する給水装置の故障により漏水があったと認められる 

とき 

 

3.対象となる漏水                             

・一般的に発見が困難な箇所、地下配管、床下や壁の中の配管等で発生した漏水であること。 

・山形市上下水道部指定の業者による速やかな修繕工事が完了していること。 

 

4.対象とならない漏水                           

・給湯管からの漏水、受水槽から先の漏⽔、ボイラーやトイレタンクの設備不良による漏水、メー

ターボックス内の漏水は対象外となります。 

 

・詳細につきましては、市指定の工事事業者もしくは料金センターへ直接ご相談ください。 

山形市上下水道部料金センター 電話番号 023-645-1177 内線 121、122 

水道メーター 

メーターバルブ 

水抜栓 

蛇口 

地中漏水の場合は 

軽減対象範囲です。 

漏水箇所 


